
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則

（
都
市
計
画
課
）

一

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
三
月
八
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
十
三
号

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規

定
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
手
続
に
関
し
、
法
、
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五

十
八
号
）
及
び
都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
。
以
下
「
省
令
」
と

い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
開
発
行
為
許
可
申
請
書
の
添
付
図
書
）

第
二
条

法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
（
以
下
「
開
発
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
省
令
第
十
六
条
第
一
項
の
開
発
行
為
許
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
（
主
と
し
て
、

自
己
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住
宅
の
建
築
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
開
発
行
為
又
は
住
宅
以
外
の
建

築
物
若
し
く
は
特
定
工
作
物
で
自
己
の
業
務
の
用
に
供
す
る
も
の
の
建
築
若
し
く
は
建
設
の
用
に
供
す

る
目
的
で
行
う
開
発
行
為
（
開
発
区
域
の
面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て

は
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
を
、
道
路
の
設
置
を
伴
わ
な
い
開
発
行
為
に
あ
っ
て
は
第
十
二

号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
図
面
を
、
擁
壁
等
の
設
置
を
伴
わ
な
い
開
発
行
為
に
あ
っ
て
は
第
十
四
号

に
掲
げ
る
書
類
を
、
開
発
区
域
の
面
積
が
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
未
満
の
開
発
行
為
に
あ
っ
て
は
第
十
五
号
に

掲
げ
る
書
類
を
、
公
園
の
設
置
を
伴
わ
な
い
開
発
行
為
に
あ
っ
て
は
第
十
六
号
に
掲
げ
る
図
面
を
除
く
。）

を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

開
発
区
域
の
土
地
及
び
建
物
の
登
記
事
項
証
明
書

二

開
発
区
域
の
土
地
の
不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の

地
図
又
は
同
条
第
四
項
の
地
図
に
準
ず
る
図
面

三

開
発
区
域
の
求
積
図

四

建
築
物
の
各
階
平
面
図
及
び
立
面
図
又
は
特
定
工
作
物
の
平
面
図
及
び
側
面
図

五

申
請
者
の
資
力
及
び
信
用
に
関
す
る
申
告
書
（
第
一
号
様
式
）

六

工
事
施
行
者
の
能
力
に
関
す
る
申
告
書
（
第
二
号
様
式
）

七

排
水
の
計
算
書

八

排
水
施
設
の
縦
断
面
図

九

排
水
施
設
の
構
造
図

十

排
水
の
流
域
図

十
一

工
作
物
の
構
造
図

十
二

道
路
の
縦
断
面
図

十
三

道
路
の
構
造
図

十
四

擁
壁
等
の
構
造
計
算
書

十
五

調
整
池
の
検
討
書

十
六

公
園
の
計
画
図

十
七

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書

（
開
発
行
為
許
可
申
請
書
の
添
付
図
書
の
様
式
）

第
三
条

前
条
の
開
発
行
為
許
可
申
請
書
に
添
付
す
る
図
書
の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

一

省
令
第
十
六
条
第
二
項
の
設
計
説
明
書

第
三
号
様
式

二

省
令
第
十
六
条
第
四
項
の
表
に
規
定
す
る
土
地
利
用
計
画
図

第
四
号
様
式

三

省
令
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類

第
五
号
様
式

四

省
令
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類

第
六
号
様
式

（
開
発
許
可
標
識
の
掲
示
）

号外２

平 成１７年

３月８日（火曜日）

規

則

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

一



第
四
条

開
発
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
開
発
行
為
の
着
手
の
日
か
ら
完
了
の
日
ま
で
、
工
事
現
場
の

見
や
す
い
場
所
に
開
発
許
可
標
識
（
第
七
号
様
式
）
を
掲
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
開
発
行
為
の
変
更
の
許
可
の
申
請
書
等
）

第
五
条

法
第
三
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
開
発
行
為
の
変
更
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
開
発
行
為
変
更
許
可
申
請
書
（
第
八
号
様
式
）
に
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
図
書
の
う
ち
当
該
変
更

に
係
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
三
十
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
開
発
行
為
変
更
届
出
書
（
第
九
号
様
式
）
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
工
事
完
了
届
出
書
等
の
添
付
図
書
）

第
六
条

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
二
十
九
条
の
工

事
完
了
届
出
書
又
は
公
共
施
設
工
事
完
了
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

工
事
出
来
形
成
果
図
（
平
面
図
、
断
面
図
及
び
構
造
図
）

二

工
事
の
施
行
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
写
真

三

確
定
測
量
図

四

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
縮
強
度
試
験
結
果
の
報
告
書
（
コ
ン
ク
リ
ー
ト
材
齢
七
日
及
び
二
十
八
日
の
も

の
）

五

地
耐
力
試
験
結
果
の
報
告
書

六

杭
基
礎
施
工
結
果
の
報
告
書

七

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書

（
工
事
完
了
公
告
前
の
建
築
等
の
承
認
の
申
請
）

第
七
条

法
第
三
十
七
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
工
事
完
了
公
告
前
の

建
築
等
承
認
申
請
書
（
第
十
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

付
近
見
取
図

二

敷
地
現
況
図

三

第
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
図
面

四

第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
図
面

五

工
事
完
了
公
告
前
に
建
築
等
を
行
う
こ
と
が
必
要
な
こ
と
を
証
す
る
設
計
図
書

六

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書

（
工
事
廃
止
届
出
書
の
添
付
図
書
）

第
八
条

法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
省
令
第
三
十
二
条
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
の
廃
止
の
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
廃
止
の
理
由
及
び
工
事
の
廃
止
に
伴
う
災
害
防
止
等
の
措
置
を

記
載
し
た
図
書

二

廃
止
時
に
お
け
る
当
該
土
地
の
状
況
を
示
す
図
面
及
び
写
真

三

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書

（
建
築
物
の
特
例
の
許
可
の
申
請
）

第
九
条

法
第
四
十
一
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
建
築
物
の

特
例
許
可
申
請
書
（
第
十
一
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

建
築
物
の
各
階
平
面
図
及
び
立
面
図

二

第
二
条
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類

三

第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
図
面

四

第
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
図
面

五

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書

（
予
定
建
築
物
等
以
外
の
建
築
等
の
許
可
の
申
請
）

第
十
条

法
第
四
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
予
定
建
築

物
等
以
外
の
建
築
等
許
可
申
請
書
（
第
十
二
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
図
書

二

第
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
図
面

三

第
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
図
面

四

関
係
公
共
施
設
の
管
理
者
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

関
係
権
利
者
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

六

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書

（
地
位
の
承
継
の
届
出
）

第
十
一
条

法
第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
地
位
を
承
継
し
た
者
は
、
地
位
承
継
届
出
書
（
第
十
三
号
様

式
）
に
承
継
の
事
実
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

二



（
地
位
の
承
継
の
承
認
の
申
請
）

第
十
二
条

法
第
四
十
五
条
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
地
位
承
継
承
認
申
請
書
（
第
十
四
号
様

式
）
に
次
に
掲
げ
る
図
書
（
主
と
し
て
、
自
己
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住
宅
の
建
築
の
用
に
供
す
る
目

的
で
行
う
開
発
行
為
又
は
住
宅
以
外
の
建
築
物
若
し
く
は
特
定
工
作
物
で
自
己
の
業
務
の
用
に
供
す
る

も
の
の
建
築
若
し
く
は
建
設
の
用
に
供
す
る
目
的
で
行
う
開
発
行
為
（
開
発
区
域
の
面
積
が
一
ヘ
ク
タ

ー
ル
以
上
の
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
を
除
く
。
）
を
添

付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

開
発
許
可
を
受
け
た
者
か
ら
当
該
開
発
区
域
内
の
土
地
の
所
有
権
そ
の
他
当
該
開
発
行
為
に
関
す

る
工
事
を
施
行
す
る
権
原
を
取
得
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
類

二

法
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定

す
る
協
議
の
経
過
を
示
す
書
面

三

第
二
条
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類

四

省
令
第
十
六
条
第
五
項
の
資
金
計
画
書

五

省
令
第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類

六

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書

（
身
分
証
明
書
の
様
式
）

第
十
三
条

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
証
明
書
は
、
身
分
証
明
書
（
第
十
五
号
様
式
）
に
よ
る
も
の
と
す

る
。

（
開
発
登
録
簿
の
調
書
の
様
式
）

第
十
四
条

省
令
第
三
十
六
条
第
一
項
の
調
書
は
、
開
発
登
録
簿
調
書
（
第
十
六
号
様
式
）
に
よ
る
も
の

と
す
る
。

（
開
発
行
為
又
は
建
築
等
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
の
申
請
）

第
十
五
条

省
令
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
五
条
の

二
第
一
項
、
第
四
十
一
条
第
二
項
又
は
第
四
十
二
条
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
の

交
付
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
開
発
行
為
又
は
建
築
等
に
関
す
る
証
明
書
交
付
申
請
書
（
第
十

七
号
様
式
）
に
次
に
掲
げ
る
図
書
を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
図
面

二

第
七
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
図
面

三

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
図
書

（
申
請
書
等
の
提
出
部
数
）

第
十
六
条

法
、
省
令
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
知
事
に
提
出
す
る
図
書
の
提
出
部
数
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
図
書
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
部
数
と
す
る
。

一

省
令
第
二
十
九
条
の
工
事
完
了
届
出
書
及
び
公
共
施
設
工
事
完
了
届
出
書
、
省
令
第
三
十
二
条
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
廃
止
の
届
出
書
、
第
五
条
第
二
項
の
開
発
行
為
変
更
届
出
書
並
び
に
第

十
一
条
の
地
位
承
継
届
出
書
並
び
に
こ
れ
ら
の
添
付
図
書

一
通

二

前
号
に
掲
げ
る
図
書
以
外
の
図
書

正
本
一
通
及
び
写
し
二
通

２

申
請
等
に
係
る
開
発
区
域
が
二
以
上
の
市
町
の
区
域
に
わ
た
る
と
き
の
前
項
第
二
号
に
定
め
る
写
し

の
部
数
は
、
一
に
当
該
市
町
の
数
を
加
え
た
部
数
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

三



申請者の資力及び信用に関する申告書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏 名 �
�
�
��

�
�
��

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

都市計画法第３３条第１項第１２号に規定する申請者の必要な資力及び信用について、次のとおり申告し

ます。

注１ 「法令による登録等」欄には、宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許、建築士法による
建築士事務所の登録、建設業法による建設業の許可等について記載し、これらを証する書面の写し
を添付してください。

２ 次の書類を添付してください。
	 前年度に係る法人税又は前年に係る所得税の納税証明書

 預貯金残高証明書又は融資証明書
� 法人にあっては、登記事項証明書及び直前の事業年度に係る財務諸表
� その他知事が必要と認める書類

３ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

千円

人

千円

法人税又は所得税 千円 事業税 千円

電話番号（ ） －

資 格 又 は 免 許

着 工 及 び
完 了 の 年 月

年 月着工
年 月完了
年 月着工
年 月完了
年 月着工
年 月完了
年 月着工
年 月完了

許 認 可 等 の
年 月 日 及 び 番 号

年 月 日
第 号
年 月 日
第 号
年 月 日
第 号
年 月 日
第 号

資 本 金

資 産 総 額

在社年数

年

年

年

年

２

６

年 齢

歳

歳

歳

歳

面 積









年 月 日

千円

氏 名

工事施行場所工事施行者

設 立 年 月 日

法令による登録等

従 業 員 数

前 年 度 事 業 量

前年度又は前年の
納 税 額
主 た る 取 引
金 融 機 関
工事監理責任者の
住 所 及 び 氏 名

職 名

工事の名称

１

３

４

５

７

８

９

１０

役

員

略

歴

１１

宅
地
造
成
経
歴

第１号様式（第２条関係） （日本工業規格Ａ列４番） 香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

四



注１ 「法令による登録等」欄には、宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許、建築士法による

建築士事務所の登録、建設業法による建設業の許可等について記載し、これらを証する書面の写し

を添付してください。

２ 次の書類を添付してください。

	 前年度に係る法人税又は前年に係る所得税の納税証明書


 法人にあっては、登記事項証明書及び直前の事業年度に係る財務諸表

� その他知事が必要と認める書類

３ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

工事施行者の能力に関する申告書

年 月 日

香川県知事 殿

工事施行者 住 所

氏 名 �
�
�
��

�
�
��

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

都市計画法第３３条第１項第１３号に規定する工事施行者の必要な能力について、次のとおり申告します。

千円

計
人

法人税又は所得税 千円 事業税 千円

電話番号（ ） －

資 格 又 は 免 許

着 工 及 び
完 了 の 年 月

年 月着工
年 月完了
年 月着工
年 月完了
年 月着工
年 月完了
年 月着工
年 月完了
年 月着工
年 月完了

労 務
人

許 認 可 等 の
年 月 日 及 び 番 号

年 月 日
番 号
年 月 日
番 号
年 月 日
番 号
年 月 日
番 号
年 月 日
番 号

２ 資 本 金

技 術
人

在社年数

年

年

年

年 月 日

年 齢

歳

歳

歳

面 積











事 務
人

氏 名

工事施行場所

設 立 年 月 日

法 令 に よ る 登 録 等

従 業 員 数

前 年 度 又 は 前 年 の
納 税 額

主 た る 取 引 金 融 機 関

建設業法第２６条第１項又は
第２項に規定する主任技術
者 等 の 住 所 及 び 氏 名

元請・下請
の 別

職 名

注文主の氏名

１

３

４

５

６

７

８

技
術
者
略
歴

９

宅
地
造
成
工
事
等
施
行
経
歴

第２号様式（第２条関係） （日本工業規格Ａ列４番）香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

五



（表面）

設 計 説 明 書

	 開発行為の目的


 当該開発区域を選定した具体的理由

� 排水方法（施設の内容、放流先等）

� 設計上特に留意した事項

� その他

その他の地域地区

地域
地区

計



１００％

計



１００％

そ の 他



％

そ の 他



％

用 途 地 域

地域

山 林



％

公益施設用地



％

農 地



％

公共施設用地



％

区域別

都 市 計 画 区 域

都 市 計 画 区 域 外

宅 地



％

宅 地



％

区 分

面 積

比 率

区 分

面 積

比 率

１

設

計

の

方

針

区

域

別

等

地

目

別

概

要

３

土
地
利
用
計
画

２

土

地

の

現

況

第３号様式（第３条関係） （日本工業規格Ａ列４番） 香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

六



注１ この設計説明書は、自己の居住の用に供する住宅の建築を目的とする開発行為については必要あ

りません。

２ 「区域別」欄は、該当するものを○で囲んでください。

３ 「従前の公共施設」欄及び「新設する公共施設」欄に記入がある場合には、新旧の公共施設の位

置を明らかにした図面を添付してください。

４ 「土地の帰属」欄には、公共施設又は公益施設が帰属することとなるすべての者を記載してくだ

さい。

５ 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙

を添付してください。

（裏面）

備 考

備 考

土地の
帰 属

土地の
帰 属

管理者

管理者

概 要

面 積



面 積

延 長

m

幅 員
（寸法）

番

号

名 称

廃止、付
替え、拡
幅等の別

名 称

従
前
の
公
共
施
設

新
設
す
る
公
共
施
設

４

公

共

施

設

整

備

計

画

５

公
益
施
設
整
備
計
画

６

そ
の
他

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

七



※開
発
許
可
の

年
月
日
及
び
番
号

年
月

日
第

号

申
請

者
の
住
所
及
び
氏
名

法
人
に
あ
っ
て
は
、

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
、
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

作
成
者
の
住
所
、

氏
名
及
び
資
格�

土
地
利
用
計
画
図

土
地
の
所
在
及
び
地
番

縮
尺

第
４
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

�������

�������

注
１

※
印
欄
は
、
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

２
氏
名
の
記
載
を
自
署
で
行
う
場
合
は
、
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

八



注１ 権利者全員の押印した印の印鑑登録証明書を添付してください。

２ 「権利の種類」欄は、所有権、地上権、永小作権、先取特権、質権、抵当権、賃借権等の別を記

載してください。

３ 共有地の場合は、それぞれの持分を「摘要」欄に記載してください。

開発行為施行同意書

上記に係る開発行為又は開発行為に関する工事の施行について同意します。



申 請 者 の 住 所 及 び 氏 名
法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名

開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の
名 称 及 び 開 発 区 域 の 面 積

摘 要印権 利 者 の
住所及び氏名

同 意
年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

権利の種類
地 積 又 は
工 作 物 の
延 面 積





























地 目 又 は
工 作 物 の
種 類

所 在
及 び 地 番

第５号様式（第３条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

�
�
��

�
�
��

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

九



注１ 「資格、免許等」及び「学歴」については、これらを証明することができる書面（資格証明書、

卒業証明書等）を添付してください。

２ 「内容」欄及び「都市計画法施行規則第１９条第１項の該当資格」欄は、該当するものを○で囲ん

でください。

３ 「学歴」欄には、設計者の資格に関係のある学歴を記載してください。

４ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

設計者の資格に関する申告書

年 月 日

香川県知事 殿

設計者 住 所

氏 名 �

電話番号（ ） ―

都市計画法第３１条に規定する設計者の資格について、次のとおり申告します。

登録又は合格の番号

修 業 年 限

在職期間（合計 年 月）

年 月から 年 月まで

年 月から 年 月まで

年 月から 年 月まで

年 月から 年 月まで

許 認 可 の
年 月 日 及 び 番 号

年 月 日
第 号
年 月 日
第 号
年 月 日
第 号
年 月 日
第 号
年 月 日
第 号

第１号 イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ
第２号

所 在 地

面 積











取 得 年 月 日

実務の内容

工事施行場所

内 容

１級建築士
技 術 士（ 部門）
そ の 他（ ）

学 部 及 び 学 科

所 在 地

都 市 計 画 法 施 行 規 則５ 第 １９ 条 第 １ 項 の 該 当 資 格

工事施行者

学 校 の 名 称

勤 務 先

事 業 主 体

資格、１ 免許等

２ 学 歴

宅地開
発に関３ する実
務経歴

宅地開
発に関４ する設
計経歴

第６号様式（第３条関係） （日本工業規格Ａ列４番） 香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

一
〇



注１ 開発許可標識の大きさは、縦６０センチメ－トル以上、横９０センチメ－トル以上とします。

２ 「開発許可を受けた者の住所及び氏名」欄は、法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及

び代表者の氏名を記載してください。

開発許可標識

年 月 日 第 号

年 月 日から 年 月 日まで

開 発 区 域 に 含 ま れ る

地 域 の 名 称

開 発 区 域 の 面 積

開発許可を受けた者の住所及び氏名

開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 番 号

工 事 施 行 者 の 住 所 及 び 氏 名

工 事 現 場 管 理 者 の 氏 名

工 事 予 定 期 間

第７号様式（第４条関係）香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

一
一



注１ ※印欄は、記載しないでください。

２ 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙

を添付してください。

３ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

香 川 県 証 紙 欄

（消印してはならない。）

開発行為変更許可申請書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏 名 �
�
�
��

�
�
��

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

都市計画法第３５条の２第１項の許可を受けたいので、次のとおり申請します。

変 更 後



年 月 日 第 号

年 月 日 第 号

変 更 前



１ 開発区域に含まれる地域の名称

２ 開 発 区 域 の 面 積

３ 予 定 建 築 物 等 の 用 途

工事施行者の住所及び氏名
４ 法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

５ そ の 他

開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 番 号

変 更 の 理 由

※ 変 更 許 可 の 年 月 日 及 び 番 号

開
発
行
為
の
変
更
の
概
要

第８号様式（第５条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

�
�
��

�
�
��

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

一
二



開発行為変更届出書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏 名 �
�
�
��

�
�
��

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

開発行為の軽微な変更をしたので、都市計画法第３５条の２第３項の規定により届け出ます。

１ 開発許可の年月日及び番号 年 月 日 第 号

２ 変更に係る事項

３ 変更の理由

注１ 予定建築物等の敷地の形状を変更する場合は、都市計画法施行規則第１６条第４項の表に規定する

土地利用計画図を添付してください。

２ 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙

を添付してください。

３ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

変 更 後変 更 前

第９号様式（第５条関係） （日本工業規格Ａ列４番）香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

一
三



工事完了公告前の建築等承認申請書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏 名 �
�
�
��

�
�
��

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

都市計画法第３７条第１号の規定による承認を受けたいので、次のとおり申請します。

ちょく

注１ 「開発行為に関する工事の進捗状況」欄は、整地工事、排水施設工事、道路工事、擁壁工事等に
ちょく

ついて申請時における当該工事の進捗状況を記入してください。

２ ※印欄は、記載しないでください。

３ 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙

を添付してください。

４ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

年 月 日 第 号





年 月 日 第 号

１

開発許可を受けた者の住所及び氏名
法人にあっては、主たる事務所の
所在地、名称及び代表者の氏名

２ 開 発 許 可 の 年 月 日 及 び 番 号

３ 開発区域に含まれる地域の名称

ちょく

４ 開発行為に関する工事の進捗状況

５
建 築 し よ う と す る 土 地 の
所 在 、 地 番 及 び 面 積

６ 予 定 建 築 物 等 の 用 途

７ 予定建築物等の構造及び延べ面積

８ 申 請 の 理 由

※ 承 認 の 年 月 日 及 び 番 号

第１０号様式（第７条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

�
�
��

�
�
��

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

一
四



香 川 県 証 紙 欄

（消印してはならない。）

建築物の特例許可申請書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏 名 �
�
�
��

�
�
��

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

都市計画法第４１条第２項ただし書の規定による許可を受けたいので、次のとおり申請します。

注１ ※印欄は、記載しないでください。

２ 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙

を添付してください。

３ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

年 月 日 第 号



※許可の内容

年 月 日 第 号

申 請 の 内 容制 限 の 内 容

１ 開発許可の年月日及び番号

２ 建築物を建築しようとする
土 地 の 所 在 及 び 地 番

３ 建 築 物 の 用 途 、
構 造 及 び 延 べ 面 積

区分
種別

４ 建 築 物 の 建 ぺ い 率

５ 建 築 物 の 高 さ

６ 壁 面 の 位 置

７ そ の 他

８ 申 請 の 理 由

※ 許 可 の 年 月 日 及 び 番 号

第１１号様式（第９条関係） （日本工業規格Ａ列４番）香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

一
五



香 川 県 証 紙 欄

（消印してはならない。）

予定建築物等以外の建築等許可申請書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏 名 �
�
�
��

�
�
��

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

都市計画法第４２条第１項ただし書の規定による許可を受けたいので、次のとおり申請します。

注１ 「建築物等の工事種別」欄は、該当するものを○で囲んでください。

２ ※印欄は、記載しないでください。

３ 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙

を添付してください。

４ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

年 月 日 第 号



新築 ・ 改築 ・ 用途変更

年 月 日 第 号

１ 開発許可の年月日及び番号

２ 建 築 し よ う と す る 土 地 の
所 在 、 地 番 及 び 面 積

３ 建 築 物 等 の 工 事 種 別

４ 開 発 許 可 を 受 け た
予 定 建 築 物 等 の 用 途

５ 許 可 を 受 け よ う と す る
建 築 物 等 の 用 途

６ 申 請 の 理 由

※ 許 可 の 年 月 日 及 び 番 号

第１２号様式（第１０条関係） （日本工業規格Ａ列４番） 香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

一
六



地位承継届出書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏 名 �
�
�
��

�
�
��

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

都市計画法第４４条の規定による地位の承継をしたので、次のとおり届け出ます。

注１ 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙

を添付してください。

２ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

年 月 日 第 号

年 月 日

１ 開 発 行 為 等 の
許 可 年 月 日 及 び 番 号

２ 開 発 区 域 等 に 含 ま れ る
地 域 の 名 称

被 承 継 人 の 住 所 及 び 氏 名
３ 法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

４ 承 継 の 理 由

５ 承 継 し た 年 月 日

第１３号様式（第１１条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

�
�
��

�
�
��

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

一
七



香 川 県 証 紙 欄

（消印してはならない。）

地位承継承認申請書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏 名 �
�
�
��

�
�
��

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

都市計画法第４５条の規定による地位の承継の承認を受けたいので、次のとおり申請します。

注１ ※印欄は、記載しないでください。

２ 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙

を添付してください。

３ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

年 月 日 第 号

年 月 日

年 月 日 第 号

１ 開発許可の年月日及び番号

２ 開発区域に含まれる地域の名称

被 承 継 人 の 住 所 及 び 氏 名
３ 法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

４ 権 原 取 得 の 年 月 日

５ 自己の居住用、自己の業務用
又 は そ の 他 の 別

６ 権 原 取 得 の 理 由

※ 承 認 の 年 月 日 及 び 番 号

第１４号様式（第１２条関係） （日本工業規格Ａ列４番）

�
�
��

�
�
��

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

一
八



（表面）

第 号

身 分 証 明 書

所 属

職 名

氏 名

上記の者は、都市計画法第８２条第１項の規定により、立入検査をすることができる者であ

ることを証明する。

年 月 日

香川県知事 �

都 市 計 画 法 （抜粋）

（立入検査）

第８２条 国土交通大臣、都道府県知事若しくは指定都市等の長又はその命じた者若しくは委

任した者は、前条の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立

ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の

状況を検査することができる。

２ 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し

なければならない。

３ 前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならな

い。

４ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはな

らない。

第１５号様式（第１３条関係）

（裏面）

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

８センチメートル

写

真

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

一
九



年 月 日 第 号

工区


工区


地域
地区

変 更 の 内 容

摘 要

番

号

完 了 公 告 の
年月日及び番号

承継の年月日
及 び 番 号

承継人の住所
及 び 氏 名

工
区
名
及
び
面
積

市
町
名

検 査 済 証 の
年月日及び番号

都市計画区域
都市計画区域外

開発登録簿（調書）

地
位
の
承
継

許
可
に
基
づ
く

年 月 日 第 号

年 月 日

検査の年月日

開発区域に含ま
れる地域の名称
及び開発区域の
面 積

予定建築物等の
用 途

公共施設の種類、
位置及び区 域

法第４１条第１項
の規定による制限

区 域 別 等

工事施行者 の
住所及び氏 名

番 号

工 区 名

法 第４１条 第 ２ 項
ただし書の規定による
許 可

法 第４２条 第 １ 項
ただし書の規定による
許 可 又 は
同条第２項の協議

開 発 許 可 の
年月日及び番号

開 発 許 可 を
受 け た 者 の
住所及び氏名

当

初

許

可

変

更

許

可

変
更
届
出

工
事
完
了
検
査

備

考

第１６号様式（第１４条関係） （日本工業規格Ａ列４番） 香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

二
〇



開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書

年 月 日

香川県知事 殿

申請者 住 所

氏 名 �
�
�
��

�
�
��

法人にあっては、主たる事務所の

所在地、名称及び代表者の氏名

電話番号（ ） ―

都市計画法施行規則第６０条の規定により、都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付

を申請します。

注１ 「区域別等」欄、「開発許可等の年月日及び番号」欄、「開発行為」欄及び「工事種別」欄は、

該当するものを○で囲んでください。

２ ※印欄は、記載しないでください。

３ 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙

を添付してください。

４ 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

地域
地区

開発許可・建築許可・その他（ ）
年 月 日 第 号

有・無（開発行為の面積 ）







第 号

上記の事項は、都市計画法 の規定に適合していることを証明します。

年 月 日

香川県知事 �

敷 地 面 積

建 築 面 積

延 べ 面 積

新築・改築
増築・用途変更

造 階建て

都 市 計 画 区 域
都 市 計 画 区 域 外

開 発 行 為

用 途

工 事 種 別

構 造 等

１ 土地の所在及び地番

２ 区 域 別 等

３ 開 発 許 可 等 の
年 月 日 及 び 番 号

４ 都市計画法第４１条第１項
の 規 定 に よ る 制 限

５ 計 画 の 概 要

６ そ の 他

開
発
行
為
又
は
建
築
等
に
関
す
る
事
項

※

証

明

欄

第１７号様式（第１５条関係） （日本工業規格Ａ列４番）香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

二
一



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。

http : //www.pref.kagawa.jp/

平
成
十
七
年
三
月
八
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所

香

川

県

庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
三
月
八
日

（
号
外
二
）

二
二


